
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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該当するロには，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の趣又は原単位の数値の平均をいいます。
「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。

曰新規□変更
（宛先）京者Ｉ府知事 ;iilルゴ上曰乙１１１に:Ｗ了。:八''’1■;:寸払、:丙平成23年９月29日

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）

大阪市中央区難波5丁目１番5号
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事業者の区分
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温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量
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具体的な取組及び
措置の内容
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の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置
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森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量
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